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団体扱火災保険

大王製紙グループの従業員の皆さまへ

のおすすめ

ご存知ですか？
火災保険は職場で入る方がお得です！

※団体扱は分割払による割増がありませんので一般契約の口座振替分割払と比べて割安です。

■一般契約（一括払）を１年契約した場合・・・・・・・・・・・・・・・・４４，６５０円

■一般契約（分割１２回払）を１年契約した場合・・・・・・・・・・・・・・・・・年間４６，９２０円（月々３，９１０円）

団体扱契約（一括払）を１年契約した場合・・・・・４０，２９０円

団体扱契約（分割１２回払）を１年契約した場合・・・・・年間４２,４８０円（月々３，５４０円）

約9.7％もお得

保険期間 １年

４，４４０円 割安
分割払でも割増が
かかりません！

保険期間を長期にするとさらにお得に！

（団体扱一括払による割引5％

×団体扱大口割引5％）

＊１ 年間保険料は４５，６００円です。

●上記の保険料例は現在の保険料に変更がない前提での目安であり、今後の保険料改定により変更することがあります。

団体扱契約（長期分割払）で５年契約をした場合
・・・・・２１０，０００円＊２（月々３，５００円）

１８，０００円
割安

保険期間 ５年

■団体扱契約（分割１２回払）で１年契約を５年間更新した場合
・・・・・２２８，０００円＊１（月々３，８００円）

＊２ 年間保険料は４２,０００円です。

長期分割割引
の適用が可能です。

【地震保険】なし
【物件・構造】専用住宅物件・H構造（非耐火構造）
【保険金額】建物２，０００万円、家財１，０００万円
【臨時費用保険金支払割合・限度額】損害保険金×10％

ご契約例 【保険始期日】
【所在地】 愛媛県
【保険の対象】
【建物新価評価額】
【プラン】
【自己負担額】
【建築年月】

２０２２年１０月１日

建物、家財
２，０００万円
ベーシックⅠ型 （１００万円または損害保険金額×１０％のいずれか低い額限度）
なし（不測かつ突発的な事故（破損・汚損など）の場合は１万円の自己負担となります。）
2015年10月 【建築年数別割引（建物）】適用

４，３６０円
割安

団体扱大口割引適用 により一般契約でご契約いただく
場合より、保険料がさらにお得になります！！

※２０２２年１０月１日以降保険始期契約

※



メリット２メリット１

●「ＴＨＥ すまいの保険」は、「個人用火災総合保険」のペットネームです。
●このチラシは概要を説明したものです。詳しい内容につきましては、取扱代理店または損保ジャパンまでお問い合わせください。
また、その他の補償内容につきましては、必ずパンフレットまたはご契約のしおり等をご確認ください。
● 団体扱契約としてご契約いただけるのは、保険契約者および被保険者が損保ジャパンの定める条件を満たす場合のみとなります。
詳細につきましては、取扱代理店または損保ジャパンまでお問い合せください。

【取扱代理店】

＜個人情報の取扱い＞
エリエールペーパーテクノロジー株式会社は、ご提出いただいた火災保険証券およびこの団体扱火災保険お見積り依頼書に記載いただいた個人情報を
もとに、お客さまのニーズに合った火災保険契約プランをご提案させていただきます。
なお、適切でわかりやすい資料にてご提案させていただくために、同個人情報をダイオーミルサポート株式会社が損害保険代理店委託契約を締結してい
る損害保険ジャパン株式会社に提供することにご同意のうえ、団体扱火災保険お見積り依頼書にご記入ください。

ご家族のお住まいや家財も
“団体扱”で加入できます！

保険料はキャッシュレス！

お見積り依頼

以下ＱＲコードをスマホ等で読み込んでいただくとメール画面が自動的に立ち上がります。

メリット３

次の方々が所有・使用するお住まいや家財は
団体扱で被保険者としてご加入できます。
①ご契約者
②ご契約者の配偶者
③ご契約者またはその配偶者の同居の親族
④ご契約者またはその配偶者の別居の扶養親族
⑤ご契約者またはその配偶者の別居の非扶養親族
（ただし、①から④までに掲げる方が保険の対象を共有または使用
している場合にかぎります。）

保険料のお支払いは、
給与天引きとなりますので、
ご契約時に現金は不要です。

SJ22-08273 2022.9.29

充実のサービスを無料セット！「すまいとくらしのアシスタントダイヤル」

（注１）サービスの内容によってはご利用可能な時間帯が異なります。
（注２）土・日・祝日、12/31～1/3を除きます。
●総括契約に関する特約がセットされた契約の場合は、サービスの対象外となります。
●提携業者によるサービス提供であり、交通事情や気象状況等により、サービスの着手にお時間がかかる場合またはサービスをご提供できない
場合があります。

日常生活やお住まいのトラブル等でお困りの際に、専門業者を手配しての応急処置や、お電話で
のご相談等に対応するサービスです。

【引受保険会社】

損害保険ジャパン株式会社
愛媛支店新居浜支社
〒792-0812
愛媛県新居浜市坂井町2-4-23
受付時間 平日9：00～17：00
ＴＥＬ0897-36-0301

メールに記載いただきたい内容
・お名前
・電話番号（連絡がつく先）
・連絡希望時間帯
・現在ご契約の火災保険証券をカメラ等で撮影し、メール
添付いただけますとスムーズにお見積りさせていただく
ことが出来ます。
メール受信後、エリエールペーパーテクノロジーより
連絡さしあげます。

エリエールペーパーテクノロジー株式会社
総務部保険事業課
〒799-0403
愛媛県四国中央市三島朝日2-2-13
ＴＥＬ0896-29-5622 ＦＡＸ0896-29-5624
メールhoken-dms@daiogroup.com
受付時間 平日9：00～17：00


